
○

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
資
産
の
範
囲
）

（
特
定
資
産
の
範
囲
）

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
十
五

(

略
）

一
～
十
五

(

略
）

十
六

当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
前
各
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
資
産
の

十
六

当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
前
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
運
用
の
た

運
用
の
た
め
に
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
を
主
と
し

め
に
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
を
主
と
し
て
当
該
資

て
当
該
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
し
、
当
該
運
用
か
ら
生
じ
る
利
益

産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
し
、
当
該
運
用
か
ら
生
じ
る
利
益
の
分
配
を

の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
に
係
る
出
資
の
持
分
（
以
下
「
匿
名
組

行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
に
係
る
出
資
の
持
分
（
以
下
「
匿
名
組
合
出
資
持

合
出
資
持
分
」
と
い
う
。
）

分
」
と
い
う
。
）

十
七

中
小
企
業
等
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

（
新
設
）

年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
中
小
企
業
等
投
資
事
業
有
限
責
任

組
合
契
約
（
主
と
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
同
法
第
九
条
第
二
項
に
定
め
る
有
限
責
任
組
合
員
の
出

資
の
持
分
（
以
下
「
投
資
事
業
組
合
出
資
持
分
」
と
い
う
。
）

十
八

金
銭
の
信
託
の
受
益
権
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
信
託
財
産
を
主
と
し
て
匿
名
組
合
出
資
持
分
及
び
投

十
七

金
銭
の
信
託
の
受
益
権
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を

資
事
業
組
合
出
資
持
分
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
信
託
財
産
を
主
と
し
て
匿
名
組
合
出
資
持
分
に
対
す

る
も
の

る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

（別紙２）

－１－



（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
等
）

（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
等
）

第
十
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、

第
十
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

(

略
）

一
～
十

(

略
）

十
一

投
資
事
業
組
合
出
資
持
分

（
新
設
）

十
二

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

十
一

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

２

(

略
）

２

(

略
）

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
本
文
及
び
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
本
文
及
び
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

等
）

等
）

第
三
十
条

１
、
２

(

略
）

第
三
十
条

１
、
２

(

略
）

３

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す

３

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
十

(

略
）

一
～
十

十
一

投
資
事
業
組
合
出
資
持
分
の
取
得
及
び
譲
渡

（
新
設
）

４

(

略
）

４

(

略
）

－２－


